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利用分担金の改正後のルール変更について 
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１． はじめに 

2024 年度分より利用分担金の価格改正をさせていただきました。しかしなが

ら、昨今の物価高騰による材料費、工具、消耗品等の価格上昇が止まらず、本セ

ンターを取り巻く環境の変化により従来の請求金額では施設の運営が困難にな

っております。 

このため 2025 年度分より利用分担金の価格改正をさせていただきます。（価

格改正後の金額での請求は 2026 年度からになります）。 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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２． 利用分担金について 

2024 年度利用分から「受託加工」および「装置利用」に区分分けしましたが、

工具等消耗品の価格上昇や人件費の高騰により「受託加工」の請求金額を変更さ

せていただきます。「装置利用」に関しては据え置きとします。 

＜現在＞（2024 年度利用分、2025 年度請求分） 

・ 受託加工 1 時間当たり¥700 

・ 装置利用加工 1 時間当たり¥350 

＜改正後＞（2025 年度利用分、2026 年度請求分より） 

・ 受託加工 1 時間当たり¥1400 

・ 装置利用加工 1 時間当たり¥350 

受託加工、装置利用加工の区分分けおよび詳細は下記をご参照ください。 

（１） 受託加工（請求金額：1 時間当たり¥1400） 

全ての加工を本センタースタッフによって行います。依頼者は本センターに

て相談後、受付（記入済みの利用申込票、加工図面および材料を提出）を済ませ、

加工終了後に加工品を受け取ってください。受け取りの際は、利用申込票の製品

受領者名の欄に署名が必要となります。 

なお、材料の手配を本センターに依頼したい場合は加工相談または受付の際

に申し出てください。（参照（３）材料の手配について） 
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（２） 装置利用加工（請求金額：1 時間当たり¥350） 

基本的に申込者および担当学生に本センターの工作機械等を利用して加工し

てもらいます。学生等では加工が困難な箇所は専任スタッフにて加工を行いま

す。本センターにて申込者および担当学生では装置利用加工が困難と判断した

場合は、受託加工へ切り替えてもらう可能性があります。装置利用加工の可否は、

機械工作実習等の単位修得者、ものつくり講習会修了証保持者およびそれに該

当する技能の持ち主となりますが判断は本センターに一任して頂きます。 

（３） 材料の手配について 

今までは依頼者自身で材料の手配をし、本センターに持ち込んでもらってい

ましたが、今年度より材料の手配方法が分からない方のために、本センターを利

用して加工を行う前提で本センターにて材料の手配（種類によってはお断りす

る場合があります）が可能になりました。対応方法は下記の通りになります。 

１） 材料を取扱っている業者の紹介（手数料無料） 

・本センターで取引をしている業者を紹介します。 

・見積依頼、発注等は自身で行ってもらいます。 

 

２） 本センターにて材料の手配（手数料有料＜¥700 程度＞） 

材種、必要量（長さ等）を相談の上、本センターが見積依頼を掛け発注代行も
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いたします。材料の請求書は業者より依頼者へ送付してもらい、執行処理等は

依頼者自身で行ってもらいます。 

材料手配の流れ 

① 本センター職員と材料の材種、必要量を相談してもらいます。 

② 本センターから業者へ見積依頼を依頼します。 

③ 見積書をお渡しするので確認していただきます。 

④ 問題なければこちらで発注書を起案して発注します。 

⑤ 材料はものつくり支援センターに納品、請求書は依頼者へお送りします。 

⑥ 依頼者の方で請求書を処理してください。 

⑦ 利用分担金へ手数料を上乗せします。（¥700 程度） 

 

 

３． 利用申込票について 

これまでは利用申込票の書式を研究室用、団体・個人用の 2 種類に分けて

いましたが、今回より書式を 1 種類に統一しました。 

同じ用紙で書き方が異なるので下記に（１）研究室での利用、（２）団体・

個人用での利用の記入方法および記入例を示します。 
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（１）研究室での利用 
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（２）団体・個人用での利用 
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４． 利用申込票の受付について 

受付はこれまでと同様にものつくり支援センター2階職員室にて行います。

メール等での受付はしておりませんのでご注意ください。近年、図面に不備

が多数ある、材料が足りず必要個数が取れないなどのトラブルが多発してい

ます。材料の切断等には切り代等が必要にもなりますので、受付前の事前相

談を推奨します。 

また、今回より受託加工に関しては不要なトラブルを避けるため、加工図

面に依頼教職員の押印または署名が必要となります。押印または署名を依頼

責任者のものであることが判るように各図面にお願いします。 

 

 

５． 研究成果報告のお願いと報告による利用分担金割引について 

ものつくり支援センターでは研究活動（含、課外活動）への協力を利用者

からの報告を元に Web サイトにて公開をしています。利用者の方々には論

文発表など研究成果が得られた際には報告をお願いいたします。 

なお、研究協力報告や学生団体からの利用事例報告などを 1 件行うことに

つき年間の使用料から 2%割引します。ただし上限は 10％とします。（請求

研究室・団体単位で計算する） 
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 ＜注意点＞ 

・ディスカウントは 2024年度の利用料金からディスカウント対象とします。 

・成果報告は 2024年度以降に発表されたものをカウントします。 

・「いつの加工か？」は問いません。ものつくり支援センターで加工した品

物を一部でも用いた（装置、ジグ、試験片など）研究成果であればよいこ

ととします。 

・報告した年度（発表年度に報告することを原則とする*）のセンター利用

料からディスカウントします。 

・特別な理由が無い限り、過年度の報告はディスカウントの対象としません。

（Webサイトには報告のあったタイミングに依らず掲載します） 

 

 

６． よくあるご質問 

 よくあるご質問をまとめました。ご参考ください。 

  Q1. 装置利用加工で利用申込したのですが、実際に加工してみて難しいと

判断したので受託加工に変更できますか？ 

A1. 出来ます。ただし研究室での利用の場合は依頼教職員の許可を得てく

ださい。（担当学生単独の判断では変更できません） 
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  Q2. 受託加工から装置利用加工への変更は可能ですか？ 

  A2. 基本できません。そうならないように事前に関係者各位でご相談の上、

受付をしてください。 

 

  Q3. 装置利用加工で利用できない工作機械はありますか？ 

  A3. あります。研削加工に関しては安全面に配慮して装置利用加工での利

用はできません。 

 

  Q4. 装置利用加工で利用申込したいのですが、一部研削加工の工程があり

ます。このような場合はどうなりますか？ 

  A4. 装置利用加工で申込可能です。研削加工はスタッフが行いますが利用

料金は装置利用加工（¥350）で行います。 

 


